
 

Ⅲ．市町における男女共同参画推進状況
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令和６年度  市町男女共同参画推進状況一覧表(１)

男 女 共 同 参 画
担 当 課 名

専任職員数
(兼任職員)

庁 内 連 絡 組 織 名
( 設 置 年 月 )

諮 問 機 関
（ 設 置 年 月 ）

男 女 共 同 参 画 計 画 名
（ 計 画 期 間 ）

男女共同参画関係 団体
連 絡 組 織 名

（構成団体数・設立年月）

人権・男女共同参画課 大津市男女共同参画 大津市男女共同参画 おおつかがやきプランⅣ 大津男女共同参画推進団体

大 津 市 6 推進委員会 審議会 （大津市男女共同参画推進計画・大津市女 連絡協議会（おおつかがやき

性活躍推進計画） ネットワーク）

(0) (H5.8　H12.4改称) (H24.2) (R4.4～R9.3) (21団体・H1.10)

女性活躍推進室 彦根市男女共同参画 彦根市男女共同参画 彦根市男女共同参画計画

彦 根 市 0 社会づくり推進本部 審議会 ひこねかがやきプランⅢ -

(3)  (H5.6) (H14.4)　　　　　　　　　　　　 　   (R4.4～R16.3)

人権施策推進課 長浜市人権尊重と 長浜市男女共同参画 第４期長浜市男女共同参画行動計画

長 浜 市 0 男女共同参画推進本部 を進めるパートナー ～長浜市パートナーシッププラン～ -

シップ委員会

(4) (H18.4) 　　　  (H18.4) (R5.4～R10.3)

人権・市民生活課 近江八幡市男女共同 近江八幡市男女共同 男女共同参画おうみはちまん2030プラン 近江八幡市人権尊重の

近 江 八 幡 市 0 参画推進本部 参画審議会　　　 －男女共同参画近江八幡市行動計画－ まちづくり推進協議会　

男女共同参画推進部会

(5) (H22.3) (H24.4) (R3.4～R13.3) (1団体・R6.6)

男女共同参画センター 草津市男女共同参画 草津市男女共同参画 第４次草津市男女共同参画推進計画

草 津 市 3 推進本部 審議会 -

(0) (H9.4) (H21.4) (R3.4～R13.3)

人権政策課 守山市男女共同参画 守山市男女共同参画 第４次守山市男女共同参画計画

守 山 市 1 推進本部 審議会 -

(3) (H3.6  H12.4改称) (H27.4) （R3.4～R13.3)

自治振興課 栗東市男女共同参画 栗東市男女共同参画 栗東市ひとが輝くパートナープラン 栗東市女性団体連絡協議会

栗 東 市 0 社会づくり推進委員会 社会づくり推進協議会 （栗東市男女共同参画プラン第６版）

(2) (H15.7) 　　　　　(S59.4) (R3.4～R8.3) (8団体・S39)

女性活躍推進室 甲賀市男女共同参画 甲賀市男女共同参画 第２次甲賀市男女共同参画計画

甲 賀 市 2 推進本部 審議会 （甲賀市女性活躍推進計画） -
(2) (H16.10) (H29.4) (H29.7～R11.3)

人権施策推進課 野洲市男女共同参画 野洲市男女共同参画 第４次野洲市男女共同参画行動計画

野 洲 市 0 推進本部 審議会 -

(1) (H16.10) (H16.10) 　   　   　       (R3.4～R8.3)

人権擁護課 湖南市人権対策推進 湖南市男女共同参画 湖南市男女共同参画アクション2017計画

湖 南 市 0 本部 懇話会 -

(4) (H16.10) （H16.10) (H29.4～R9.3)

人権施策課 高島市男女共同参画 高島市男女共同参画 第2次高島市男女共同参画プラン(改訂版） 高島市男女共同参画推進

高 島 市 0 推進会議 推進懇話会 協議会

(3) (H17.10) （H17.10) (R4.4～R9.3) (1団体・H17.11)

人権・男女共同参画課 東近江市男女共同参画 東近江市男女共同参画 第３次東近江市男女共同参画推進計画 

東 近 江 市 1 推進本部 審議会 -

(3) (H17.4) (H27.4) (R4.4～R9.3)

人権政策課 米原市人権尊重の 米原市男女共同参画 第４次米原市男女共同参画推進計画

米 原 市 0 まちづくり推進本部 審議会 ハートフルプランまいばら21 -

(3) （H20.3） (H28.4) (R4.4～R9.3)

（市部計） １３市 13 設置　　　１３市 設置　　　１３市 策定　　　１３市 設立　　　４市

(33)

企画振興課 日野町男女共同参画 日野町男女共同参画 「日野町男女共同参画行動計画

日 野 町 0 推進本部 懇話会 ～ひのパートナープラン2019～」後期計画　 -

(9) (H12.11) (H10.5) 　　　　　(R6.4～R11.3)

未来創造課 竜王町男女共同参画 竜王町男女共同参画 第３次竜王ベストパートナープラン

竜 王 町 0 社会検討委員会 懇話会 -

(2) （H14.7) （H15.2) (R6.4～R11.3)

みらい創生課 愛荘町男女共同参画 第２次愛荘町男女共同参画推進計画

愛 荘 町 0 推進本部 - -

(1) （H20.2) (H31.4～R10.3)

人権政策課

豊 郷 町 1 - - - -

(1)

住民人権課

甲 良 町 0 - - - -

(2)

総務課 多賀町男女共同参画計画

多 賀 町 0 多賀町人権対策推進本部 - -

(1) （H26.4) （R5.3～R15.3）

（郡部計） ６町 1 設置　　　４町 設置　　　２町 策定　　　４町 設立　　　０町

(16) （策定予定　0町）

（ 県 計 ） １９市町 14 設置　　　１７市町 設置　　　１５市町 策定　　　１７市町 設立　　　４市

(49) （策定予定　0町）

(調査時点:令和６年４月１日現在）
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令和６年度  市町男女共同参画推進状況一覧表(２)

男 女 共 同 参 画 条 例 制 定 状 況
※ 可 決 済 み の も の
（ 施 行 年 月 日 ）

男 女 共 同 参 画 の た め の
総 合 的 な 施 設

男女共同参画
のための相談
窓 口 の 設 置

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言
（ 宣 言 年 月 ）

女性の市町長・副市町長（助
役）、市町議会議長

大 津 市 大津市男女共同参画推進条例 大津市男女共同参画センター 有 ひとが輝く男女共同参画都市宣言 -

(H23.12.19) (H4.4) (H10.9)

彦 根 市 男女共同参画を推進する彦根市条例 彦根市男女共同参画センター 有 - -

(H14.4.1) (H15.10)

長 浜 市 - - 有 - -

近 江 八 幡 市 近江八幡市男女共同参画推進条例 - 有 - -

(H24.4.1)

草 津 市 草津市男女共同参画推進条例　 草津市立男女共同参画センター 有 - -

(H21.4.1) (R3.5)

守 山 市 守山市男女共同参画推進条例 - 有 - -

(H27.3.26)

栗 東 市 (時期を見て検討予定) - 有 栗東市男女共同参画都市宣言 -

(H14.3)

甲 賀 市 甲賀市男女共同参画を推進する条例 - 有 - -

(H30.6.29)

野 洲 市 野洲市男女共同参画推進条例 - 有 - -

(H16.10.1)

湖 南 市 - - 有 - -

高島市働く女性の家　（H5.4）

高 島 市 - 有 - -

東 近 江 市 東近江市男女共同参画推進条例 - 有 - -

(H27.4.1)

米原市男女共同参画センター

米 原 市 - （米原市人権総合センター内） 有 - -

(H18.4)

（ 市 部 計 ） 制定　　　８市 設置　　　５市 設置　１３市 宣言　　　２市 ０市　０名

（検討中）　１市）

日 野 町 - - 有 - -

竜 王 町 - - 有 - -

愛 荘 町 - - 有 - -

豊 郷 町 - - 無 - -

甲 良 町 - - 無 - -

多 賀 町 - - 無 - -

（ 郡 部 計 ） 制定　０町 設置　　　０町 設置　４町 宣言　　　　０町 ０町　０名

（ 県 計 ） 制定　　　８市 設置　　　５市 設置 １７市町 宣言　　　２市 ０市　０名
（検討中　１市町）

※市町議会議長のみ令和６年７月１日現在の状況

※「働く婦人の家」の機能だけでなく、男女共同参画を推進す
る中核施設として位置付けている。

(調査時点:令和６年４月１日現在）
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政 策・方 針 決 定 等 へ の 女 性 の 参 画 状 況（単 位：人）

審 議 会
委 員 等

議会 行政委員会
女 性 登 用
目 標 率 上級 （うち女性）

割合(％) （目標年月） 部長次長級 課長参事級 計 女性比率 その他 （うち女性）

38 36 876 40% 184 6 10 16 8.7% 98 46

7 7 321 R7.3 147 4 5 9 6.1% 52 36

24 56 701 40% 206 9 41 50 24.3% 48 28

6 9 193 R16.3 125 3 20 23 18.4% 7 3

21 40 697 40% 173 7 48 55 31.8% 33 11

4 11 259 R10.3 112 4 15 19 17.0% 64 58

21 40 547 ※１ 178 9 46 55 30.9% 60 43

5 6 137 R12.3 76 3 7 10 13.2% 44 34

24 30 904 50% 128 4 24 28 21.9% 43 15

5 8 383 R8.3 102 3 12 15 14.7% 14 10

20 42 392 40% 86 7 22 29 33.7% 20 11

7 9 124 R8.3 71 5 11 16 22.5% 11 9

18 31 609 40% 65 1 15 16 24.6% 25 16

5 5 221 R6.3 46 1 6 7 15.2% 5 5

21 35 558 40% 107 6 22 28 26.2% 24 10

4 12 185 R11.3 81 6 10 16 19.8% 2 2

18 42 1,325 40% 98 11 23 34 34.7% 8 7

4 10 470 R8.3 55 5 5 10 18.2% 6 5

16 31 606 40% 56 4 13 17 30.4% 14 8

5 10 210 R7.3 48 3 10 13 27.1% 0 0

18 35 494 50% 93 3 16 19 20.4% 12 5

4 10 194 R9.3 78 1 9 10 12.8% 16 10

24 56 497 40% 162 7 40 47 29.0% 14 6

3 12 148 R9.3 132 7 24 31 23.5% 38 29

15 36 620 40% 49 2 6 8 16.3% 7 5

0 6 206 R9.3 43 2 4 6 14.0% 6 5

278 510 8,826 - 1,585 76 326 402 25.4% 406 211

59 115 3,051 - 1,116 47 138 185 16.6% 265 206

13 51 282 30% 30 0 5 5 16.7% 4 2

2 8 82 R11.3 23 0 2 2 8.7% 5 5

12 30 163 ※２ 31 0 10 10 32.3% 2 1

2 8 51 R11.3 22 0 5 5 22.7% 7 4

14 27 179 - 37 2 15 17 45.9% 10 4

1 7 64 - 34 1 13 14 41.2% 1 0

12 33 91 40%～60% 12 0 4 4 33.3% 2 2

2 3 25 R11.3 12 0 4 4 33.3% 1 1

10 30 90 - 18 0 5 5 27.8% 1 0

0 5 33 - 16 0 3 3 18.8% 1 1

10 36 153 30% 14 0 4 4 28.6% 6 3

1 7 54 - 13 0 3 3 23.1% 4 4

71 207 958 - 142 2 43 45 31.7% 25 12

8 38 309 - 120 1 30 31 25.8% 19 15

349 717 9,784 - 1,727 78 369 447 25.9% 431 223

67 153 3,360 - 1,236 48 168 216 17.5% 284 221
(注)「議員・委員等」の下段は女性数で上段の内数。 （※１）審議会等における女性委員の割合が40～60％である審議会等の割合が50％以上

（※２）40%以上60％以下

令和６年度  市町男女共同参画推進状況一覧表(３)

32.3%

34.3%

36.7%

35.3%

39.3%

29.8%

33.2%

34.6%

職 員 の 採 用 状 況

（うち女性）

議会(R6/7/1現在）
委員等(一部市町を除きR6/4/1現在)

附属機関

全管理職

（ 市 部 計 ）

（ 郡 部 計 ）

31.3%

35.8%

29.1%

27.5%

竜 王 町

日 野 町

多 賀 町

甲 良 町

市町職員（上段：全体、下段：うち一般行政職）
(R6/4/1現在)

う ち 女 性 管 理 職 員 数

市町名

米 原 市

東 近 江 市

35.5%

34.7%

42.4%

31.6%

大 津 市

彦 根 市

36.3%

33.2%

37.2%

25.0%

豊 郷 町

愛 荘 町

（ 県 計 ）

近 江 八 幡 市

草 津 市

守 山 市

高 島 市

栗 東 市

甲 賀 市

野 洲 市

湖 南 市

長 浜 市

36.6%

27.5%
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農　業　委　員　会

大 津 市
718 77 183 (36) 224 31.2 18 1 5.6

彦 根 市
325 16 30 (5) 41 12.6 40 4 10.0

長 浜 市
427 9 0 (0) 9 2.1 20 5 25.0

近 江 八 幡 市
170 4 18 (1) 21 12.5 24 2 8.3

草 津 市
221 16 46 (8) 54 24.4 14 2 14.3

守 山 市
71 3 12 (1) 14 19.7 26 4 15.4

栗 東 市
125 16 25 (10) 31 24.8 14 1 7.1

甲 賀 市
202 2 10 (0) 12 5.9 19 7 36.8

野 洲 市
92 6 14 (2) 18 19.6 26 3 11.5

湖 南 市
43 3 3 (0) 6 14.0 14 3 21.4

高 島 市
202 6 5 (1) 10 5.0 19 3 15.8

東 近 江 市
404 16 16 4.0 40 6 15.0

米 原 市
108 2 1 (0) 3 2.8 18 1 5.6

日 野 町
83 1 1 1.2 35 3 8.6

竜 王 町
32 0 0 (0) 0 0.0 14 4 28.6

愛 荘 町
61 0 0 (0) 0 0.0 11 2 18.2

豊 郷 町
14 0 0 (0) 0 0.0 14 0 0.0

甲 良 町
13 0 0 (0) 0 0.0 14 2 14.3

多 賀 町 48 0 0 (0) 0 0.0 20 3 15.0

177 347

合　　計 3,359 460 13.7 400 56 14.0%

5.3 正副共 (64)

※女性副代表の団体数欄の（　）内は、代表者も女性の団体数で内数とし、合計欄では除算している。
※女性比率は、自治会長が不在の２団体（近江八幡市）を除いた団体数を母数として算出している。

令和６年度　市町男女共同参画推進状況一覧表（４）

比率
(%)

委員
総数

女性
委員

地域住民自治団体等における女性の参画状況（一部市町を除きR６/4/1現在)

自治会・町内会・区等

団体
総数

女性代表
の団体数

女性副代表
の団体数

合計
女性

比率(%)

<不明>

<不明>

<不明>
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令和６年度　市町男女共同参画推進状況一覧表（５）

公 立 幼 保 Ｐ Ｔ Ａ（ 保 護 者 会 ） 公 立 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ（ 保 護 者 会 ） 公 立 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ（ 保 護 者 会 ）

大 津 市
27 11 24 (11) 24 88.9 29 14 22 (13) 23 79.3 13 6 11 (6) 11 84.6

彦 根 市
8 8 8 (8) 8 100.0 17 4 12 (4) 12 70.6 7 4 3 (3) 4 57.1

長 浜 市
17 5 6 (3) 8 47.1 25 1 4 (0) 5 20.0 12 1 3 (0) 4 33.3

近 江 八 幡 市
5 4 4 (3) 5 100.0 9 4 7 (2) 9 100.0 4 3 2 (2) 3 75.0

草 津 市
13 11 13 (11) 13 100.0 14 12 14 (12) 14 100.0 5 4 5 (4) 5 100.0

守 山 市
11 4 10 (4) 10 90.9 9 4 5 (4) 5 55.6 4 2 4 (2) 4 100.0

栗 東 市
11 10 10 (10) 10 90.9 9 6 9 (6) 9 100.0 3 2 1 (1) 2 66.7

甲 賀 市
10 3 6 (3) 6 60.0 21 5 13 (5) 13 61.9 6 2 4 (1) 5 83.3

野 洲 市
18 16 18 (16) 18 100.0 5 2 4 (1) 5 100.0 2 1 2 (1) 2 100.0

湖 南 市
4 3 3 (3) 3 75.0 9 7 7 (6) 8 88.9 4 0 4 (0) 4 100.0

高 島 市
2 1 1 (1) 1 50.0 13 2 11 (2) 11 84.6 6 1 6 (1) 6 100.0

東 近 江 市
18 9 11 (8) 12 66.7 22 5 22 (5) 22 100.0 9 3 9 (3) 9 100.0

米 原 市
5 2 4 (2) 4 80.0 8 0 6 (0) 6 75.0 3 0 3 (0) 3 100.0

日 野 町
7 3 4 (3) 4 57.1 5 3 4 (3) 4 80.0 1 1 1 (1) 1 100.0

竜 王 町
1 0 1 (0) 1 100.0 2 0 2 (0) 2 100.0 1 0 1 (0) 1 100.0

愛 荘 町
3 1 3 (1) 3 100.0 4 1 4 (1) 4 100.0 2 2 1 (2) 1 50.0

豊 郷 町
2 0 1 (0) 1 50.0 2 0 2 (0) 2 100.0 1 0 0 (0) 0 0.0

甲 良 町
2 1 2 (1) 2 100.0 2 0 0 (0) 0 0.0 1 0 0 (0) 0 0.0

多 賀 町
3 1 3 (1) 3 100.0 2 0 2 (0) 2 100.0 1 0 1 (0) 1 100.0

合　　計 167 93 132 (89) 136 81.4 207 70 150 (64) 156 75.4 85 32 61 (27) 66 77.6

※女性副代表の団体数欄の（　）内は、代表者も女性の団体数で内数とし、合計欄では除算している。
※大津市においては、市PTA連合会に加入している団体のみ。（保護者会等は含まれていない）

団体
総数

団体
総数

合計
女性

比率(%)
団体
総数

地域住民自治団体等における女性の参画状況(R６/4/1現在)

女性代表
の団体数

女性副代表
の団体数

合計
女性

比率(%)
合計

女性代表
の団体数

女性
比率(%)

女性代表
の団体数

女性副代表
の団体数

女性副代表
の団体数
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１．市町議会議員

区       分

議員数 376 (52) 367 (50) 364 (48) 367 (58) 366 (59) 365 (56) 353 (61) 349 (67)

女性議員の比率（％）

２．行政委員会委員

区       分

委員数 822 (143) 733 (146) 690 (138) 664 (132) 693 (145) 708 (146) 686 (148) 717 (153)

女性委員の比率（％） 20.9 20.6 21.6 21.3

３．附属機関委員
  

区       分

委員数 8,726 (2685) 7,928 (2524) 8,408 (2693) 8,592 (2735) 9,448 (3134) 9,293 (3087) 9,173 (3149) 9,784 (3360)

女性委員の比率（％） 33.2 33.2 34.3 34.3

４．管　理　職（課長・参事級以上）

区       分 H29 H30 R1 R2 R3 R4

全管理職数 2,029 (446) 1,775 (391) 1,695 (381) 1,692 (384) 1,727 (418) 1,717 (423) 1,800 (433) 1,727 (447)

女性管理職の比率（％） 22.0 22.0 22.5 22.7 24.2 24.6 24.1 25.9

５．市町における男女共同参画推進体制の整備

（１）庁内男女共同参画連絡組織

区       分 R3 R4

設置済市町数

設置済比率　　％ 84.2 89.5 89.5 89.5

（２）男女共同参画諮問機関

区       分 R3 R4

設置済市町数

設置済比率　　％ 78.9 78.9 78.9

（３）男女共同参画計画

区       分 R3 R4

策定済市町数

策定済比率　　％ 84.2 84.2 89.5

（４）男女共同参画関係団体連絡組織

区       分 R3 R4

設置済市町数

設置済比率　　％ 15.8 15.8 21.1

15 1515

3

78.9

15

78.9

1515

H29 H30 R1

R2

30.8

R4R1

17

21.1 21.1 21.1 21.1

H29 H30 R1 R2

4 4 4 4 3

15

78.9 78.9 78.9 78.9

84.2

R4

R5

R2

32.0

H30

15.8

17.3
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16

R6
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16 1616 16
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１．自治会・町内会・区等

区       分 H29 H30 R1 R2 R3 R5 R6

自治会等数 3,339 (402) 3,339 (408) 3,343 (405) 3,339 (405) 3,345 (444) 3,349 (429) 3,348 (461) 3,359 (460)

女性が代表または副代表
である団体比率（％） 12.0 12.2 12.1 12.1 13.3 13.8 13.7

２．農業委員
  

区       分 H29 H30 R1 R2 R3 R5 R6

委員数 502 (46) 405 (44) 382 (42) 355 (42) 389 (54) 396 (54) 374 (54) 400 (56)

女性委員の比率（％） 9.2 10.9 11.0 11.8 13.9 14.4 14.0

３．公立幼・保・小・中学校のＰＴＡ、保護者会

区       分 H29 H30 R1 R2 R3 R5 R6

公立幼保ＰＴＡ(保護者会)数 198 (171) 189 (165) 175 (150) 173 (141) 173 (144) 178 (152) 174 (149) 167 (136)

女性が代表または副代表
である団体比率（％） 86.4 87.3 85.7 81.5 83.2 85.6 81.4

公立小学校ＰＴＡ(保護者会)数 221 (150) 219 (177) 217 (178) 232 (176) 211 (174) 212 (172) 211 (157) 207 (156)

女性が代表または副代表
である団体比率（％） 67.9 80.8 82.0 75.9 82.5 81.1 74.4 75.4

公立中学校ＰＴＡ(保護者会)数 96 (69) 94 (81) 94 (76) 94 (77) 91 (73) 93 (72) 92 (70) 85 (66)

女性が代表または副代表
である団体比率（％） 71.9 86.2 80.9 81.9 80.2 77.4 76.1 77.6

※市町によって集計状況が異なるため、不明の箇所は合計から除いている。

※市町によって集計状況が異なるため、不明の箇所は合計から除いている。

85.4

R4

R4

12.8

R4

13.6
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参 考 ： 滋 賀 県 女 性 の 公 職 参 画 状 況 推 移 表

１．法律により設置されている委員会等委員（地方自治法第180条の５ 執行機関）

委　員　会　等　名

教育委員会 6 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2)

選挙管理委員会 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1)

人事委員会 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1)

監査委員 4 (1) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0) 4 (0)

公安委員会 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1)

労働委員会 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (4) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3) 15 (3)

収用委員会 7 (2) 7 (2) 7 (2) 7 (2) 7 (2) 7 (3) 7 (3) 7 (3) 7 (3) 7 (3)

琵琶湖海区漁業調整委員会 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1)

内水面漁場管理委員会 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 9 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2)

　計　（９委員会） 62 (13) 61 (12) 61 (12) 61 (12) 61 (13) 60 (14) 61 (14) 61 (14) 61 (14) 61 (14)

女性委員の比率（％）

(参考)全国平均（％）

２．法律又は政令により地方自治体に置かなければならない審議会の委員数等

　　区　　　分

審議会等の数

うち委員のいる審議会等

委員数 596 (185) 615 (189) 640 (205) 652 (219) 646 (219) 667 (241) 667 (245) 670 (254) 654 (248) 686 (281)

女性委員の比率（％）

(参考)全国平均（％）

３．県　議　会　議　員

　　区　　　分

議会議員数 47 (7) 43 (7) 43 (7) 44 (7) 44 (7) 43 (7) 42 (7) 44 (7) 44 (6) 42 (6)

女性議員の比率（％）

(参考)全国平均（％）

４．管　理　職（本庁課長に相当する職以上）（知事部局とその他の区分けをしていない）

　　区　　　分

全管理職員数 625 (44) 592 (47) 584 (48) 577 (51) 560 (54) 566 (57) 575 (62) 582 (68) 585 (72) 600 (89)

女性管理職の比率（％）

(参考)全国平均（％）

５．職員採用（上級・中級・初級試験採用）（警察本部職員を含む）

　　区　　　分

採用者数 320 (112) 328 (129) 333 (135) 385 (144) 342 (154) 352 (164) 366 (172) 376 (167) 363 (166) 380 (168)

女性職員比率（％）

(参考)全国平均（％）
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